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研究成果の概要（和文）：意匠権の成立に際し、行政庁が実体要件審査を事前に行う「審査後登録主義」は、維
持すべき必然の仕組みでないことがわかった。欧州は、歴史的に無審査で権利を付与してきた独仏型に沿う形
で、EU指令を採択したため、日本の母法であるイギリス法、拒絶率の高い審査を行っていたスウェーデン法は、
審査後登録主義を捨て無審査に転換し、英連邦諸国各国の対処も異なるからである。また、新しいデザインの模
倣禁止について、３Dプリンター利用による侵害行為の立法解決策（著作権法の私的複製補償金の制度導入が不
適切であること）、アイコンと画面デザインを区別せずに意匠登録すべき可能性等につき、立法的提言を行っ
た。

研究成果の概要（英文）：Design right could be registered after substantive examination done by 
Patent Office in Japan. But such scheme is not theoretically inevitable system. The reasons are: 1)
European countries took no substantive examination scheme in EU Design directive, 2)UK law -mother 
law of Japan- abandoned substantive examination in Design, and 3) Common Wealth countries took their
 own way, such as non-examining in Singapore, substantive examination in Japan, and under 
legislative discussion in Canada. However, we could not reach conclusion whether we continue 
substantive examination in Design. Because, we should seriously think of the real need for Design 
law based upon design industry protection against imitation, in addition to copyright law for 
designer (incentive) protection.　Also, we proposed 3D data user's infringement should not be 
resolved by remuneration scheme such as music copyright private copying. And we proposed icon and 
screen display design should be registered by Registered Design.

研究分野： 知的財産法

キーワード： 意匠制度　デザイン
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
 
 意匠権の成立に際して行われている実体
要件審査が、国際的な無審査化傾向に反して
おり、実体要件審査の制度枠組みを採る日米
両国が、意匠の国際登録条約審議で孤立する
という状況にあった。そのため、無審査化に
移行する素地があるのか（必要性、無審査以
降による悪影響など）を検討することが必要
と思われた。加えて、現行の意匠法が、物品
の形状・模様・色彩等に保護対象を限定して
おり、デジタル技術に関連するデザイン（画
面デザイン、アイコン等）全盛の現在におい
て、時代のニーズに合致していない部分が有
るので、上記デジタル関連デザインや、プロ
ダクトデザイン以外のデザイン領域の模倣
禁止策として意匠法を進化させる必要性を
検討する必要があった。 
 
２． 研究の目的 
 
 意匠法を立法的に改善する必要がある項
目について精査し、問題点とその解決策を検
討することを目的とする。特に、①意匠に関
する国際登録条約（ハーグ協定）の発効に際
して、日本が採用している実体要件審査を行
ってから意匠権を付与する制度が、日米のみ
維持されており、欧州指令等の事情で無審査
化する諸国が大勢であることから、国際的孤
立状況が懸念されている点、②デジタル関連
技術の劇的進化によって生じる問題（３D プ
リンターによる侵害行為、デジタル画面のデ
ザイン、アイコンデザイン等）、③物品（プ
ロダクトデザイン）に特化した模倣禁止策を
提供する日本の意匠法が不足する点、例えば
個人デザイナーの取り扱い、店舗デザイン・
空間デザインの模倣禁止策の扱いなどにつ
いて、重点的に検討する。 
 
３．研究の方法 
 実体要件審査を行うか否かの各国法比較、
無審査化の影響評価については、文献基礎調
査を中心として、外国研究者からの情報提供
（インタビュー等）分析によって補充するこ
とが行われた。また、デジタル関連技術にか
かわる問題、プロダクトデザイン以外の領域
の問題については、個別インタビューによっ
て論点を抽出し、文献調査により補充する方
法が採用された。 
 
４．研究成果 
1)意匠登録条約（ハーグ協定）への対処 
 ハーグ協定における国際的孤立を避ける
ため、国内意匠法を無審査に転換させること
が可能かという観点で研究を開始したが、米
国オバマ政権の方針転換によって、2011 年か
ら 2012 年にかけて、米国の国内立法が進行
したため、ハーグ協定が審査後登録主義を採
用する日米でも批准可能な現ジュネーブ合
意のまま維持される見込みとなった。日本も

さらに、米国に追随して、ハーグ協定に加盟
するための国内法立法をする方針となった
ため、無審査化の検討が喫緊の課題という位
置づけではなくなった。そのため、当初計画
で、無審査化に向けた立法提案作成を取りや
めることとした。この間の立法経緯について
は、学会報告⑯において言及した（無審査化
を急ぐ喫緊の必要性が減退し、今後の研究と
しては、無審査化の利害得失のより深い検討
に重点が移ると報告した）。 
 
2)意匠登録前の実体要件審査 
 各国法制の比較作業から、イギリス（UK）
を母法とする英連邦諸国と英法を模範とし
た諸国（スウェーデン、日本、韓国、台湾等）
をみると、実体要件審査は必須の装置ではな
いと判明した。欧州指令によって、母法自身
とスウェーデン（日本とほぼ同等に、実体要
件審査による拒絶率が高かった国）が無審査
に転換したこと、シンガポールが英連邦から
離脱する際の立法で無審査を選択したこと、
カナダが独立時に審査を行うべきか立法府
で議論していた形跡が認められること、等の
事情から、その点が明らかにされたと思われ
る。この経緯は、図書①において明らかにし
た。なお、法比較の方法論の実践例のひとつ
として、本研究のプロセスにおける法比較手
法を紹介した（学会報告⑮、なお、法比較の
実践例として、図書④）。加えて、審査の手
法についてみても、アメリカ合衆国と日本に
はいくつかの相違が認められる。アメリカが
特許のひとつとして扱っていることと深い
関係があり、その点では、日本が必ずアメリ
カ合衆国の仕組みに追随しなければならな
い必然性がないことが確認された。以上の経
緯を、図書③、学会報告⑫等に紹介した。 
 無審査化の手法として、アメリカ合衆国で
は、従来のデザインパテントはそのままにし
て、著作権型のデザインコピライト法を併設
するしくみが提案され、その一部が、半導体
チップ法および Vessel Hull 法として実現し
ている（佐藤恵太「アメリカ合衆国 Vessel 
Hull 保護法について」紋谷暢男教授古希記念
論文集『知的財産権法と競争法の現代的展
開』513 頁、2006 年にて紹介した）。ファッ
ションデザインについて、その３つめの保護
対象として立法提案もされた（2012 年上院に
提案された S3523 など）。しかし、最近の著
作権法にかかるアメリカで開催されたカン
ファレンスでは、一般的デザインコピライト
への言及はなく、この方向性が広く採用の彦
見があるとは考えられないことを明らかに
した（学会報告⑨、および学会報告⑫）。 
 今後は、UK の EU 離脱に伴って、UK が再び
実体要件審査を行う過去の法制に戻るかが
注目すべき点と考える（学会報告③において
明らかにした。まさにこれが、実体要件審査
について最終結論を得られていない客観的
理由である）。同時に、UK の離脱は、欧州意
匠レギュレーション・指令において取り残さ



れた問題であるスペアパーツ意匠の保護除
外とも大きくかかわる（研究協力者 Kur 博士
に対して行った複数回のインタビューでも
同様の見解が示されている）。今後の UK立法
の進展をみつつ、新たな展開を日本法に反映
していくべきか、注視して検討を続けていき
たいと考えている。 
  
3)新しいデザイン創作の問題 
 意匠法の改正が必要なトピックとして、実
体要件審査の無審査化の問題以外に、本研究
で取り上げたのは、a)３D プリンターによる
侵害行為の評価、b)アイコン・画面デザイン、
c)ファッションデザイン、d)店舗デザイン、
以上４点を中心に取り上げた。 

a) ３D プリンター ３D プリンターが市
販され、個人が所有できるレベルの金
額で流通することとなれば（2017 年の
現状で、そうなりつつある）、立体物の
３D データが、プラットフォーム・サ
イトにおいて流通し、それを入手した
個人が自宅で自己の３D プリンターに
よって、登録意匠の生産行為を行って
しまう場合が想定される。このユーザ
ーの行為は、業としての実施にあたら
ず、意匠権侵害にならない（著作権の
場合には、私的目的の複製が適法とさ
れる結果、同様に複製権侵害にならな
い）と評価すべきなのかが問題となる
（学会報告⑤）。日本の意匠法のように、
いわゆるみなし侵害の規定によって、
侵害扱いとする可能性を有する国もあ
るが、台湾等の国はその種の規定を有
さず、欧州諸国もみなし侵害立法を有
さない国が大半である。いずれにして
も、一定の立法的解決が必要であるこ
とを、学会報告⑤および学会報告②に
おいて明らかにした。そして、学会報
告②では、さらに加えて、著作権法領
域の解決策として、私的複製に関する
補償金制度導入を主張されているが、
著作物がそのまま複製されることが前
提の私的複製＝フォトコピーないし、
レコード・音楽 CD 複製等の問題と異な
り、３D プリンター所有者は形状変更
を行うことが通例であり（自らカスタ
マイズできるデータを提供するプラッ
トフォーム・サイトが大半）、補償金請
求権の仕組みは適切な立法的解決にな
らないと主張した（学会報告②）。 

b) アイコン・画面デザイン 2012 年頃、
アップル対サムソンの ipad デザイン
訴訟によって、注目を集めた問題であ
る。日本の意匠法は、物品のデザイン
であることを重視し、画面デザイン一
般について意匠登録を認める方向に無
いが、アイコンデザインと画面デザイ
ンとを区別する実際的な意味は無いと
考えられ、両者とも意匠法の対象に含
む方向での立法（法改正）が必要であ

ると提唱した（学会報告⑬、および学
会報告⑭）。また、画像に描写される対
象が動くものを含む画面デザインにつ
いても、意匠登録の道を開くべきと提
唱した（学会報告⑭）（なお、デジタル
技術進展に関する論点分析として、図
書⑤）。 

c) ファッションデザイン 代表者が「フ
ァッションデザインと法」と題する講
義を中央大学法科大学院において、全
国に先駆けて 2015 年度開講し、個人デ
ザイナーが模倣禁止策からひとり取り
残されているともいうべき情況を、立
体的に解説している（学会報告⑥は、
その受講生の１人が研究会においてフ
ァッションデザイン模倣の実際を説明
し、研究者が法律面でどこまでできる
かを論じたものである）。この延長戦上
に開催された学会報告④では、紳士服
テイラーを経営する方が巻き込まれた
法的紛争を紹介いただき、個人デザイ
ナーの模倣に対して法がいかに無力で
あるかを、各種事例を用いて説明して
いただいた。問題点が浮き彫りにでき
つつあるので、今後の研究課題として
取り上げていきたいと考えている。 

d) 店舗デザインについては、日本で初の
保護認容裁判例について検討を深めた
（雑誌論文①、学会報告①）。もっとも、
決定には疑問点も有り、内装や店員の
制服をどう扱うかの問題が残されてい
る（学会報告①にて明らかにした）。 

e) このほかに、ビジネスにおけるデザイ
ン保護の位置づけについて、ネットワ
ーク関連業界でも議論されるようにな
ってきたものの、いまだ一部の業界で
注目されるに過ぎないという印象を得
ている（研究途上に行った各種多数の
インタビュー、学会報告⑩、⑪等によ
る）。 

 なお、研究トピックのひとつである、創作
者（デザイナー）個人の保護については、著
作権法に比して意匠法の遅れが目立ってい
ることは確認できた（学会報告⑧、⑦など）。
改善するための立法的提案に至っていない
が（日本の意匠法がそもそもデザイナーを会
相手にしていないという構造的問題でもあ
る）、今後は、著作権法の側から検討を深め、
デザイン保護法領域にフィードバックする
方向の研究を行うことを考えている。 
 
4)研究成果の一般への還元 
 本研究代表者が主催する中央大学知的財
産法研究会（学会報告③④⑥⑧⑨⑩⑪⑫）は、
公開で行われている。これらに加え、一般向
きの公開講演会を２回、またチュレーン大学
学生を対象として、日本法の特異な仕組みを
説明する公開講演会を、同大学（アメリカ合
衆国ルイジアナ州）において開催した。今後、
重要な成果である図書①②の公表をまって、



ウエッブサイトを開設する計画である。 
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公開講演会３件（①佐藤恵太「スマホ形態の
模倣」、2017 年 1 月 20 日かながわ県民会館、
②佐藤恵太「ゆるキャラをめぐる知的財産
権」、2016 年 11 月 27 日フェリエ南草津、③
佐藤恵太「Copyright Law and Design Law 
cumulative application, Japanese way」2012
年 3 月 5 日、チュレーン大学ロースクール、
Comparative Law Course における授業の一環
としての公開講演） 
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